
第２部 アジア諸地域における障害者雇用システムの
現状と課題

第１章 大韓民国の雇用率制度と連携雇用制

１ はじめに

大韓民国（以下、「韓国」という。）の障害者福祉は、朝鮮戦争で発生した障害児童への収容保護や「軍

事援護法（１９５０．４．１４）」、「警察援護法（１９５１．４．１２）」のような傷痍軍人等の職業保護が主な支援であっ

て、障害者福祉に関する認識は現在のように広がっていなかった。

韓国の障害者福祉が本格的にその政策が樹立、推進されることになったのは、１９８０年代に入ってから

であった。そこには、国連が１９８１年を「世界障害者の元年」とする等、世界的に障害者に対する関心が

高まり、それをきっかけに韓国では初めて障害者福祉に関連した基本的な事項を規定した「心身障害者

福祉法」（１９８１年）が制定され、障害者福祉の法的・制度的整備がなされるようになった。また、１９８８

年ソウルパラリンピックが開催され、障害福祉への関心はより高揚され、１９８９年度には「心身障害者福

祉法」が「障害人福祉法」として全面改正された＊１。その他、１９８０年代に行われた障害者福祉に関連し

た法令や制度の変遷をみると、「身体障害人運転免許制度」の導入（１９８３）、大統領諮問機構である「障

害者福祉対策委員会」の設置（１９８８）、「身体障害者自動車特別消費税・自動車税免除（１９８８、１９８９）」

等の措置が相次いだ。

１９９０年代に入り、「アジア太平洋障害者１０ケ年行動計画（１９９３～２００２）」、「障害者の機会均等化に関す

る標準規則」（１９９３）等の国際的潮流に影響され、「特殊教育振興法」の改正（１９９４）、「大学特例入学制

度」の実施（１９９５）、「障害人人権憲章」の制定・公布等、一連の法的・制度的措置を通し、障害者福祉

の向上が図られた。また、総合的計画書である「障害人福祉発展５カ年計画」（１９９８～２００２年）も策定

されている。

２ 障害者雇用に関連した法律・政策

２．１ 障害者雇用促進等に関する法律

１９９０年度に制定され、翌年度から施行された「障害人雇用促進等に関する法律」は、障害者雇用と関

連して韓国で制定された最初の法律として歴史的な意義をもつ＊２。

この法律の「国家及び地方自治団体の障害人雇用義務」を規定した第３４条では、国家及び地方自治団

体の長が所属公務員の定員のうち、障害者を２／１００以上雇用するように努めること（任意規定）を明記

している。しかし、「事業主の障害人雇用義務」を規定した第３５条と同法施行令第３３条によると、障害

者雇用の義務対象となる３００人以上の常用労働者を雇用している民間事業体は、常用労働者のうち障害

６３



者を１／１００以上５／１００以内の範囲で大統領令の定める比率である「基準雇用率」＊３以上を雇用すべきで

あるとし（強制規定）、基準雇用率の未達成の場合、不足人数に応じて「負担金」（納付金）を国に支払

うことになっているが、この場合、公共機関は負担金を支払っていなかった。このように、民間と国と

の公平性の問題等、この法律のもつ限界が常に指摘されてきた。

実際の障害者雇用率については、民間事業体において施行２年目以降、９２年０．４１％、９３年０．４４％、９４

年０．４３％、９５年０．４３％、９６年０．４５％、９７年０．４６％、９８年０．５４％、９９年０．９１％であり、法定義務雇用率の

２％の半分にも及ばなかった。

また、韓国障害人雇用促進公団の年度別国家及び地方自治団体の障害者雇用現況をみると、１９９１年度

に は０．５２％、９２年０．６６％、９３年０．７１％、９４年０．７８％、９５年０．８３％、９６年０．８８％、９７年０．９９％、９８年

１．０８％、９９年１．２３％、２０００年１．３３％であり、雇用率は民間企業の０．９１％に比べたらやや高いが、法律で

定めている２％には及ばなかった。

障害者雇用の拡大におけるこのような問題点から、１９９９年１２月、ついに「障害人雇用促進及び職業再

活法」に改正された。この法律は、一般事業主の障害者雇用義務と関連した内容の変化はほとんどない

が、国及び地方自治団体等の障害者の雇用義務と関連して第２３条に「国家及び地方自治団体の長は、所

属公務員の１００分の２以上を雇用すべきである」とし、従来の任意規定から強制規定へ変えることになっ

た。したがって、民間企業とは違って、障害者の義務雇用の未達成人数に対する雇用負担金を収めな

かった国家及び地方自治団体も障害者雇用義務を回避することが出来なくなった。また、政府機関は障

害者公務員の採用計画とその実施状況を労働部長官に提出し、労働部長官はその計画が不適切であると

認められた場合、その内容を公表できるように規定している。第２２条（障害人実態調査等）の規定は、

労働部長官が障害者の就業職種・労働形態・勤続期間・賃金実態等、障害者の雇用現況に関する全国的

な実態調査を実施し、必要な場合、国家・地方自治団体及び事業主の障害者雇用の現況を公表できるよ

うに追加され、障害者雇用義務を守るようにしている。

２．２ 雇用義務制

現実的に障害者の雇用を確保するためには、事業主に対して障害者の雇用を義務付け、事業主の協力

を法律に定めたのが障害者の雇用義務であり、その中心となるのが雇用率制度である。雇用率制度によ

る雇用義務は、事業主に対して、その雇用している労働者のうち、障害者の占める比率が一定率（＝基

準雇用率）以上になるよう障害者の雇用を義務化したのである。

この障害者雇用義務比率の設定基準には、次の３つがあげられる。

� 障害者の雇用保障は、産業全体の現在の総雇用量を基礎とし、このなか、障害者の占める雇用量

の比率を基準とし、労働市場の変化を考慮して一定期間ごとに改善することにする。

� 健常者と同一な雇用機会の保障のために、障害者に対して一般労働者と同じ水準で雇用機会を確

保することにする。

� 事業主間の平等な負担のために、全産業一律雇用率とし、各事業主の雇用する常用労働者の数に

そって同じ比率として障害者を雇用することにする。
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（常用労働者1,000人を雇用した事業体の場合）�

事業体�

常用労働者1,000人のうち障害者21人�

（20人以上）の場合�

国�

〔障害者基準雇用率の達成例〕� 〔障害者基準雇用率の未達成例〕�

国�

事業体�

常用労働者1,000人のうち障害者５人�

（０～19人）の場合�

負

担

金

な

し

�

負

担

金
�

式：15人×207,0001）×12ヶ月�

＝37,260,000ウォン�

1）1999年度の負担基礎額（１ケ月分）�

３ 連携雇用制

３．１ 意義

韓国で１９９６年度から施行された「連携雇用制」は、企業側が職業リハビリテーション施設に生産設備

と原料・技術などを提供し、生産性の向上のため技術指導を行ったり、または下請けをさせることによ

り、これまで障害者を雇用しなかった場合納付する負担金を減免する制度である。高額の負担金を納付

している企業に間接的な障害者雇用が選択できるようにすることで、障害者の一般雇用を拡大していく

のがこの制度の趣旨である。

重度障害者の職業リハビリテーションにおいて、次のような意義を持つ。一つ、企業と職業リハビリ

テーション施設という二つの民間法人の連携により、市場と市場外の体系間に同等な協力関係を導いた

こと、二つ、職業リハビリテーション施設が真の意味での雇用の場となるように就労の役割を重視した

ことである。

３．２ 連携雇用制の内容

「職業再活施設との連携雇用制による事業主負担金の減免基準」（労働部告示、１９９５）は、以下の通り

である。

ａ．事業体の条件；保健福祉部が管轄する職業リハビリテーション施設に下請をさせたり、生産を支

援する常用労働者３００人以上の事業体。

ｂ．職業リハビリテーションの条件；生産労働者の中、障害者が７割以上で、このうち、重度障害者

が３割以上であること。

ｃ．契約条件；最小契約年数は１年間で、職業リハビリテーション施設と協力事業体の間で連携雇用

契約書を作成すること。

図２―１―１ 雇用義務制の適用例
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事業体�

下請など�

生産品納品�

連携雇用制�

負担金減免�

国�

職業リハビリテーション施設�

連携雇用制�

①－②＝24,840,000ウォン�

式：負担金減免５人×12ケ月×207,000＝12,420,000ウォン②�

①＝37,260,000ウォン�

国�

職業リハビリテーション施設�

負

担

金

�

�

事業体�

；基準雇用率未達成�

常用労働者1,000人�

のうち障害者５人の場合�

また、連携雇用制の実施適用例は、最低賃金との関係で下記の図の２通りがある。

図２―１―２ 連携雇用制の仕組み（厳、１９９７を改変）

図２―１―３ 連携雇用制の実施適用例：障害者労働者の月平均賃金が最低賃金を上回る場合
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事業体�

負担金減免�

；基準雇用率未達成�

常用労働者1,000人�

のうち障害者５人の場合�

①－③＝34,380,000ウォン�

式（賃金が最低賃金を下回る80,000ウォンの場合）�

：５名×12ケ月×80,000ウォン×0.6�

＝2,880,000ウォン③�

国�

職業リハビリテーション施設�

負

担

金

�

連携雇用制�

３．３ 実施現況と問題点

韓国において、現在連携雇用制を導入している職業リハビリテーション施設は正立電子、春江障害者

勤労センター、ムグンファ電子の３ケ所である（表２―１―１参照）。

正立電子での訪問調査から得られた問題点は、職業リハビリテーション施設に下請けをさせている多

くの連携企業は、常用労働者３００人以下の中小企業なので、連携雇用制制定の母体ともいえる、障害者

雇用促進などに関する法律（第３５条：事業主の障害人雇用義務）を改正して３００人以下の中小企業へ本

制度を拡大適用または財政的支援（奨励金など）を実施することであった。

一方、本制度について、事業体側は、連携雇用制に関する情報の不足と障害者雇用に対する認識欠如

図２―１―４ 連携雇用制の実施適用例：障害者の月平均賃金が最低賃金を下回る場合

表２―１―１ 正立電子と春江障害者勤労センターの概要

比較事項 正 立 電 子 春江障害者勤労センター

設 立 年 度 １９８９年７月２０日 １９９０年１１月２４日

設 立 主 体 社会福祉法人韓国小児麻痺協会 社会福祉法人春江

設 立 趣 旨
�重度障害者の雇用モデル開発

�非営利法人と企業との提携

�就業を通して障害者の潜在能力を開発

�安定した生活の保障と自身の価値再発見

従 業 員 数 障害者１７３名（全体：１９７名） 障害者５１名（全体：６３名）

障 害 類 型
小児麻痺（５１％）、聴覚障害（１３％）、脳性麻痺

（４％）、その他（脊髄損傷、関節異常、切断など）

肢体不自由（４５％）、知的障害（４３％）聴

覚言語障害（１２％）

性 別 男子５４％、女子３６％ 男子７１％、女子３９％

障 害 等 級
１級（３０％）、２級（３２％）、３級（１４％）、４・５・

６級級（１１％）、非障害（１２％）

１―３級（１００％）

主な事業内容
各種パーソナルコンピュータ部品の組合わせ、イン

クとペンキの生産

木工芸、皮革、洋裁、貴金属、コンピュー

タグラフィック、洗濯
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等が、国側には、行政手続きの複雑さ等が問題点として挙げられている等、施行時から改善要求の声が

高い。

〈注〉

＊１ この法律における「障害者」は１９９８年の法改正により、「障害人」と改称された。

＊２ 職業リハビリテーションに関しては、「障害者雇用促進等に関する法律」の「第１章総則」で以下のように規定している。

第１条（目的）、第２条（定義）、第３条（国家及び地方自治団体の責任）、第４条（事業主の責任）、第５条（障害人の自立

努力）、第６条（障害人雇用促進の基本計画等）：�労働部長官は障害人の雇用促進のための基本計画を樹立する。�第一項

の基本計画には次の事項が包含される。１．障害人の雇用促進及び障害人雇用促進基金に関する事項 ２．障害人の職業再

活に関する事項 ３．障害人のための施設の設置・運営及び支援に関する事項 ４．その他、障害人の雇用促進のために労

働部長官が必要であると認められる事項（以下、省略）、第７条（障害人に対する職業指導等）：�労働部長官は障害人の能

力に相応する職業に就業できるように障害人に対する適性検査を実施し、雇用情報を提供する等の職業指導を行う。�労働

部長官は第１項の職業指導を行うにおいて、特別な専門知識と技術が必要であると認める場合に、これを関係専門機関に依

頼できる、第８条（障害人に対する職業訓練等）�労働部長官は障害人の雇用促進を円滑に行うために障害人に職業訓練を

実施するように措置する。�労働部長官は就業前の障害人に対して作業環境に適応しやすくするために必要な適応訓練を実

施するように措置し、この場合、適応訓練を受ける障害人に対して訓練手当が支給できる。�職業訓練及び適応訓練の実施

機関、その他の必要な事項は大統領令として定める、第９条（終業後の適応指導）労働部長官は障害人の職業安定のために

必要であると認めた場合、終業後にも事業場に雇用されている障害人に対して作業環境の適応指導を行う、第１０条（事業主

に対する資料提供）、第１１条（事業主に対する雇用指導）、第１１条の２（障害人雇用優秀事業主の優待）

＊３ 基準雇用率＝（常用障害労働者数＋失業障害者数）／（常用労働者数－適用除外率相当労働者数＋失業者数）。重度の障害者

が現実的に就業の困難な職務、人の命と安定に重大な危険をもたらすおそれがある職務、一律的に雇用率適用が不適合な職

務等のような業種を「除外率設定業種」といい、これに該当する労働者の数を「適用除外率相当労働者数」という。基準雇

用率の計算では、この「適用除外率相当労働者数」は常用労働者数から除かれて分母となる。

〈参考文献〉

ビョンホゴル『特殊教育の理解』、３４３―３４４、教育科学社、２０００

チョンインスク「障害人雇用、何が問題なのか」『現場特殊教育』７・８月号、３６―３９、２００１

厳スンヨン「職業リハビリテーション施設の連携雇用活性化方案」、韓国雇用促進公団、１９９７

韓国障害人雇用促進公団、『障害人雇用管理便覧』、１７―３２、１９９９

韓国障害人再活協会、『再活情報総覧』、５４７―５７３、１９９９
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第２章 台湾の障害者就業促進政策―台北市を中心として―

１ 障害者就業関連法制と障害者の就業状態

１．１ 障害者就業政策と立法の展開

１９４５年第二次世界大戦後、中国国民党は中国共産党に敗れ、台湾に「反共基地」を設立し、中国国民

党の統治政権を展開していた。１９４７年の中華民国憲法の制定に始まり、１９７７年内政部（the Ministry of

the Interior）により催された「社会福利業務検討会」を契機に、台湾における障害者福祉のウエイト

が次第に重くなってきた。にもかかわらず、障害者福祉対策は理念のみに留まり、具体的な保障制度が

なかった。その背景として、当時の政府は国家安全の軍事整備だけに力を注いで、社会福祉政策に取り

組む配慮が乏しかったことが挙げられる。

国連の１９７１年の「知的障害者の権利宣言」、１９７５年の「障害者の権利宣言」及び１９７６年に１９８１年を「国

際障害者年」とすることを採択するといった国際的な障害者福祉及び人権運動の向上は台湾国内の障害

者福祉運動にも大きな影響を与えた。一方、国民党政権は１９７０年代後半に台湾国内では反国民党による

社会運動及び１９７８年の台米国交断絶といった国内及び国外の政治状況の危機に陥った。この危機を打破

するため、国民の心を安定させること、国際的地位を高めることなどが必要となり、そこで１９８０年に

「老人福利法」、「残障者福利法」及び「社会救助法」等福祉関係の法律が急遽制定された。これらの立

法により台湾において、より整った社会福祉システムが具体化していくことになった。

特に、「残障者福利法」（１９８０年）の成立により障害児教育をはじめ、福祉、医療、雇用等の具体的な

保障が規定された。ところが、政治的な理由によりつくられた法律であったため、内容は消極的な救済

制度に留まり、しかも障害者を取り巻く全ての領域の政策は、対象となる障害者の人権と自立の尊重と

いうより、彼らを社会の弱者とし、それに対して保護を加えるという発想によるものであった。当法で

は、障害者の就業促進政策に関しては僅か３条が規定されるのみであり、内容も消極的である。それは

�各級政府機関及び公立・私立学校、公立・私立の企業・組織は職業リハビリテーションに合格し且つ

働く能力及び資格をもつ障害者を業務のニーズにあわせ適切な職場につかせる。総従業員数の３％以上

の障害者を雇用する公立・私立の企業・組織に奨励すべき、�医療関係者を除き、視覚障害者でない者

がマッサージ業を行ってはいけない、�公共場所で売店を開設する障害者に優先的に許可を与える、な

どである。

しかし一方、この年以降台湾では労働者をはじめ農民、消費者、女性などの社会運動が雨後の筍のよ

うに発生し活発化していった。それにより政府は次第に民主政治社会に転換していくことを余儀なくさ

れた。さらに１９８７年の「戒厳令」の解除により国民は結社、言論・集会を自由に行えるようになった。

この画期的な政治転換により最大の野党―「民進党」が正式に誕生し、１９８９年には全国障害者団体の連

盟による「中華民国残障団体連盟」が成立した。そのような中で国民の支持率を高めるため、「社会福
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祉政策」の促進が野党と与党の重要な政策主張になった。この勢いに乗り、「残障者福利法」の法改正

が１９９０年に行われた。法改正により、事業主に対して障害者の雇用を義務づける割当雇用制度が規定さ

れ、未達成の事業主から代償納付金を徴収することとした。割当雇用制度により、５０人以上の従業員を

擁する公立の義務雇用対象企業・組織は従業員の２％以上の障害者を雇用する義務がある。従業員１００

人以上の私立の義務雇用対象企業・組織は１％以上の障害者を雇用する義務がある。そして未達成の場

合、未達成障害者数に労働基準法で規定された最低賃金を乗じた金額＝代償納付金が「残障福利基金」

として徴収され、各地方自治体の社会局（the Bureau of Social Affairs）に納付・管轄され、障害者の

福祉政策の財源にされている１）、２）、３）。

ところが、縦割り行政ゆえに社会局は労働局のように労働業務を把握していないため、障害者の就業

促進政策がほとんど進展しない状態であった。その上、本法において各行政機関の責任範囲を明記して

いないため、結局全体の障害者福祉執行は躓いてしまった。それ故、障害者団体から「残障者福利法」

の二次法改正を強く要求された４）、５）。この結果、１９９７年「身心障碍者保護法」が誕生した。新法は「障

害を持つ国民」の視点に立ち、積極的に障害者の生涯各段階に必要なサービスを充足することを目的に

したものであった。新法の特徴は�医療、福祉、教育、労働などの分野別にそれぞれの責任機関を明記

すること、�個別かつ専門的なサービス制度、�障害者福祉の財源を明記すること、�就業政策は労働

局に移管することである。また、障害者の就業促進に関し、重度障害者１人がダブル加算でき、障害者

の職業リハビリテーション全体を含み、障害者の保護的就労と一般就労についても規定されている。そ

して法の改名により、差別用語の「残障者」は「身心障碍者」に、「残障福利基金」は「身心障碍者就

業基金」に改称された６）。なお、「身心障碍者就業基金」を障害者の就業と関係する事業に運用すること

が規定されている６）。

１．２ 組織と財源

障害者の就業促進施策は国レベルでは行政院労工委員会（以下、「労委会」という）（the Council of

Labor Affairs, Executive Yuan；行政院労働委員会）及び地方自治体の労工局（the Bureau of Labor

Affairs；労働局）によって行なわれている。

障害者就業政策の財源は政府予算（中央及び地方地方自治体）、各種就業基金及びチャリティ、その

他によって賄われている。なお、就業基金には３種類がある。第一は就業サービス法第５１条による「就

業安定基金」である７）。これは台湾の国民の就業促進を目的として外国労働者を雇う雇用主が納付する

「特殊基金」である。この基金の管轄機関は労委会であり、基金の一部は障害者の就業促進政策にも使

われている。第二は地方自治体の管轄する「身心障碍者就業基金」である。第三は就業安定基金の下に

設けられた「視覚障害者就業基金」である。身心障碍者保護法によりマッサージ業が視覚障害者の留保

職種であり、医療関係者を除き、視覚障害者でない者がマッサージ業を行うとき罰金を支払わなければ

ならない。その罰金にさらに就業安定基金からNT１０億（NT１＝￥３．４）を加え、視覚障害者就業基金

に組み入れられる。本基金は労委会に所管されている。なお、就業基金を管理するためにそれぞれの基

金には政府、企業、専門家、民間代表から選出された管理委員会が設置されている。
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現在、台湾における障害者就業政策の財源はほぼこの三つの就業基金により賄われている。この中

で、特に現在最も役立ち、地域の障害者の就業ニーズに素早く対応でき、応用できるのは各地方自治体

の「身心障碍者就業基金」である。

１．３ 障害者の定義

身心障碍者保護法第３条によれば障害者とは、個人が生理或いは心理の原因により社会参加及び生産

活動の機能を制限する或いは発揮できない者、さらに中央衛生主管機関の定めた以下の障碍別及び障害

者手帳を持つ者をさすとしている。本法により障害者を視覚障害者、聴覚機能障害者、平衡機能障害

者、音声機能又は言語機能障害者、身体不自由者、知的障害者、重要器官喪失機能者、顔面損傷者、植

物人間、痴呆症、自閉症、慢性精神障害者、多重障害者、その他等の１４種類に分けている６）。障害者人

口は障害者手帳の交付数により統計が取られている。法改正による障害者の種類の増加及び社会の障害

者への理解の高まりと共に、障害者手帳の交付が年々増加している８）。２００１年現在障害者数は７３７，０６４

人、ほぼ全国人口（２２，３６１，２９８人）の３．３％を占めている８）、９）。

１．４ 障害者就業率及び割当雇用制度の現状

２００１年８月の「人力資源調査提要分析」によると、全国の１５歳から６４歳までの人口総数は１５，７３２，８８７

人である９）。就業している者（９，２２８，０００人）と失業者（４７０，０００人）合わせた労働力は９，６９８，０００人であ

り、非労働力は６，０３４，８８７人である。要するに、この年齢層の全国の労働力率は６１．６％であり、就業率

は５８．７％である１０）。一方、内政部の『身心障碍者生活需求調査報告（就業服務与職業訓練篇）』による

と１５歳から６４歳までの障害者数は３９０，６９５人である。就業している者（１１１，２８６人）と失業者（２９，７８９人）

を合わせた労働力は１４１，０７５人であり、非労働力は２４９，６２０人である。つまり障害者の労働力率は僅か

３６．１％であり、就業率は２８．５％だけである。一般人口の就業率に比較し、障害者の就業率は僅か一般労

働者の５割程度にとどまっていることが分かる１１）。

障害者の就業の業種は第３次産業が最も多く、５５．９４％であり、そのうち、社会サービス及び個人サー

表２―２―１ 割当雇用制度

数
年度 義務雇用対象企業・組織数 未達成企業・組織数 達成すべき雇用者数 実際雇用者数

１９９７年 ８，０５１ ２，１６５ ２９，９６６ ３０，８８９

１００％ ２６．８９％ １００％ １０３．０８％

１９９８年 ７，７５７ １，６４３ ２８，３７１ ３３，０４８

１００％ ２１．１８％ １００％ １１６．４９％

１９９９年 ８，２６８ １，７５５ ２９，３８０ ３５，２８４

１００％ ２１．２３％ １００％ １２０．１０％

２０００年 ８，４３６ １，６９２ ３０，２７１ ３７，５０４

１００％ ２０％ １００％ １２３．９０％

２００１年４月 ８，３８８ １，６７０ ３０，３１３ ３７，６６２

１００％ １９．９１％ １００％ １２４．２４％
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ビス業は１７．９５％、御売り、小売り、飲食業は１７．４１％を占めている。第３次産業に次いで第２次産業が

３９．２８％であり、うち製造業に従事しているのは３６．０３％である１１）。

割当雇用制度については１９９７年から２００１年４月までには未達成企業・組織数は年々減少している。一

方、実際雇用者数は達成すべき雇用者数を大幅に超えている（表２―２―１）１２）。

２ 台北市における障害者就業促進政策と組織

１９９０年の割当雇用制度により未達成の事業主から収めた代償納付金（身心障碍者就業基金）が各地方

自治体の障害者就業促進政策の重要な財源になった。さらに、１９９７年の法改正で本基金は政府の予算に

ならないこととなったので、予算を地方議会の審議に通す必要がなくなった。そのため、本基金は地方

自治体にとって極めて使いやすい財源となり、その結果各地方自治体に独自の障害者就業促進政策がで

き、国に先駆ける政策を行う地方自治体も出てきた。中でも、現在最も障害者就業促進に取り組み、政

策がより整っている地方自治体が台湾の首都台北市である。

台北市で他の地方自治体より一層進んでいる障害者就業促進政策が行われる理由は、障害者団体や障

害者雇用問題の専門家、財源などが他の地方より多く、条件として抜群に恵まれているからである。ま

た、台北市の政策は先駆的なため、今後他の地方自治体のみならず国の政策にも大きな影響を与えると

考えられる。それ故、以下では台北市の障害者就業政策を中心として考察していきたい。

台北市の障害者数は全国障害者数（７３７，０６４人）の中でも最も多く、９２，１２８人、約１２．５％を占めてい

る８）。また、２００１年の全国納付金（NT１３，９１０，２８０，０００）の内、３８．９％（NT５，４１３，４６０，０００）を占めてお

り、ほぼ全国の４割の納付金が台北市政府に流れていることが分かる。その理由は障害者雇用義務をも

つ企業・組織数がほぼ全国（８，６８４企業・組織数）の３割（２，６０４企業・組織数）を占めているからであ

る。さらに納付金の使用状況は全国（NT６，５９８，９６２，０００）の約３分の１、NT１，９６８，０３２，０００である１２）。

豊富な財源を土台にし、台北市は、障害者就業促進政策が全国で最も充実している地方自治体になっ

た。

２．１ 障害者就業促進政策の沿革

台北市の身心障碍者就業基金は１９９１年から１９９７年まで社会局に管轄されていた。１９９１年と１９９２年は会

計作業が未定のために、割当雇用率以上を達成する事業主への人事費用及び設備費用への助成のみで

あった。１９９３年度から予算をたて障害者就業促進業務を実行するようになった。１９９７年の法改正より、

全ての業務が労働局に移管され、１９９８年から１９９９年までの間に「就業基金収支保管及び運用要点」をは

じめ「障害者雇用企業（組織）への奨励助成作業」、「自立更生創業奨励助成執行作業規定」、「視覚障害

者創業奨励助成執行作業規定」、「障害者就業促進補助作業規定」などが次々と制定された。台北市にお

ける障害者就業促進施策は上記の規定により実行されている。

２．２ 障害者就業率及び割当雇用制度の現状

台北市社会局の『台北市身心障碍者生活需求調査』によると台北市において１５から６５歳の障害者のう

ち、就業している者が３７．７％、就職していない者が６１．８％を占めている１３）。割当雇用制度については
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障
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請
審
査
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行
の
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督
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１
障
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職
業
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源
の
統
合
及
び
道
具
と
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ル
の
開
発
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究
事
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２
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害
者
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業
補
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器
具
及
び
職
務
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設
計
サ
ー
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ス
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価
事
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２００１年６月現在、未達成企業・組織数は全国の１９．９１％（２００１年４月）を上回り、３１．６３％であるが、実

際の雇用障害者数は達成すべき雇用者数より１２２．１３％上回っている１４）。

２．３ 組織編成と職務内容

障害者雇用政策について経験不足の労働局は１９９７年に事業を移管してから、さまざまな試行錯誤を繰

り返し、いろいろな経験を経て、組織や政策方針、執行方法などの雛形をつくりあげてきた。とりわ

け、障害者の就業促進には専門的かつ統括的な政策が必要であることに気付き、２０００年に「障害者就業

資源センター」という新たな組織を編成した（図２―２―１）１５）。

本センターの構成には二つの特徴がある。第一点は本センターが民間と行政との間に立つセンターで

あるということである。本センターは労働局の組織の一部として編成されているが、公務編成ではな

い。現在、労働局が主導的立場にある。本センターが公務編成に入っていない理由は、将来行政の管制

から外し、独自運営体としていくことが考慮されているからである。

二点目の特徴はその変動性である。台北市では未だに障害者の職業リハビリテーションに関わる必要

な人材、施設、設備などが不十分である。そこでセンターの業務は現在台北市にとって最も必要な事業

図２―２―１ 台北市政府労働局障害者就業促進組織編成・業務内容
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を構成し、今後状況の変化に応じた合併や新部門の創設等の変動が予想される。

３ 台北市における障害者就業促進プログラム１６）、１７）、１８）

３．１ 雇用主への支援プログラム

� 非義務雇用対象企業・組織への奨励制度

従業員が５～９９人規模の非義務雇用対象企業・組織で障害者を半年以上雇用した場合、障害者数

の賃金の２分の１を奨励金として交付する。なお、賃金が最低賃金以下の場合、実際賃金の２分の

１の金額を交付する。

１９９８年に事業主への訪問、宣伝のセミナーの開催などを重ね、２０００年５月時点で、すでに実際雇

用障害者数は達成すべき雇用者数を上回った。その上、非義務雇用対象企業・組織数への奨励制度

の創設に加え、この年以降、義務雇用対象企業・組織数及び非義務雇用対象企業・組織数の障害者

雇用率が年々上がっている状態である。

� 施設・設備補助金及び職務再設計助成

障害者雇用と関連する建築の改善、及び宿舎設備の提供への補助金は年にNT１００万を上限とす

る。また障害者作業施設・設備、交通への補助金は年にNT６０万を上限とする。さらに、雇用主へ

の設備及び職務などの改善に支援する「職務再設計」チームがあり、雇用主に適切なアドバイスを

提供する。

� 雇用開発

ａ．２０３の職場を分析し、それをインターネットに繋げ、就業サービス委託事業を実行する施設に

利用させ、雇用機会を拡大する。

ｂ．雇用主の雇用負担と障害者雇用機会の拡大のため、訓練と雇用とを一体にした「訓用計画試行」

事業を行う。

ｃ．精神障害者の雇用促進のため、衛生局との連携で精神科を設置する台北市立病院での精神障害

者雇用機会を開拓する。

� 障害者雇用に成績の優秀な雇用主を表彰する。

３．２ 障害者への支援プログラム

� 模範障害者労働者を表彰する。

� 自立創業奨励

「自立更生創業奨励助成執行作業規定」、「視覚障害者創業奨励助成執行作業規定」により障害者

の創業に関わる創業補助及び創業のローンの補助金を交付し、さらに障害者の運営能力を高めるた

め、創業者への経営などのガイダンスチームも構築中である。

� 就業サービス

ａ．２４の民間団体にコミュニティ援助付き雇用事業を委託している。

ｂ．障害者のケース管理事業の試行を行っている。
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ｃ．教育局と連携して卒業生の就業移行システムの構築に取り組んでいる。

ｄ．５箇所の民間団体に職業評価事業を委託している。

ｅ．障害者の就業サービス員が障害者により適切なサービスを提供できるように職業評価養成コー

スを行っている。

３．３ 民間社会福祉団体への支援プログラム

「障害者就業促進補助作業規定」により障害者の就業促進事業を提供する社会福祉団体は補助金を受

けることができる。２００１年度から新たな申請方法が規定された。新たな申請プロセスの特徴として、審

査（初審、再審、終審）ルート及び苦情を訴えるルートがある。初審が書類審査、再審は労働局及び申

請団体から一人ずつの審査員と労働局の事業担当者からなる。NT５００万円以上及び再審まで未決議の

ケースだけ終審の段階に入る。うち、審査に不服があった場合、苦情の訴えを申し込むことができる。

社会福祉団体への補助事業は漸次増える傾向にある（表２―２―２）。２００１年の補助種類から見ると保

護的就業（シェルタードワークショップ及び一般雇用に当たらない福祉的就労）が最も多く、４１％を占

め、次いで職業訓練（２９％）及び就業前訓練（１０％）である（表２―２―３）。そして障害別に見ると知

表２―２―２ １９９９年から２００１年までの補助金額

１９９９年 ２０００年 ２００１年

助成金額NT １５３，５１１，６０３ １７２，７０４，６１４ ２９１，４１０，６２６

表２―２―３ ２００１年障害者別補助金給付の内訳

項目

保
護
的
就
業

職
業
訓
練

就
業
前
訓
練

一
般
就
業

人
材
養
成

宣

伝

施
設
設
備

セ
リ
ン
グ

心
理
カ
ウ
ン

研
究
計
画

教
材
印
刷

補
助
器
具
と

職
務
再
設
計

休
暇
活
動

職
業
評
価

件数 ５０ ４３ １１ ９ ９ ７ １０ １０ ６ ３ ２ ５ １

金額

比率
４１％ ２９％ １０％ ５％ ３％ ３％ ３％ ２％ ２％ １％ １％ ０．３０％ ０．２６％

表２―２―４ ２００１年の補助金事業の障害別内訳

件 数 団体数 金額（NT）

知的障害者 ３８ １９ ８４，４５４，２８５

自閉症 ２ ２ ５，７９３，５２３

障害種類全般 ３７ １２ ４７，８３６，００３

視覚障害者 ４６ １９ ７２，２９６，４１６

聴覚障害者及び言語障害者 １１ ６ ２０，５４１，５６５

精神障害者 ２３ ８ ４１，１４６，４０４

肢体不自由者 ９ ６ １９，６８３，９３５

計 １６６ ７２ ２９１，４１０，６２６
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的障害者、視覚障害者、そして精神障害者の順で就業促進事業が実行されていることがわかる（表２―

２―４）。

３．４ その他のプログラム

聴覚障害者及び言語障害者の就職に最も大きな障壁はコミュニケーションの問題である。このため手

話通訳者の養成が大きな課題とされ、この理由から以下の事業を行っている。

� 手話通訳者の養成、手話通訳の技能検定、また手話養成コースの卒業生がボランティアチームと

なり、台北市の聴覚障害者及び言語障害者にサービスを提供する。

� 聴覚及び言語障害者に利用しやすい台北市市役所にするため、市役所公務員に「公務員手話通訳

訓練基礎コース」を受講させた。

４ 台北市の特徴

４．１ 総合的な就業促進政策

障害者就業資源センターの設立により、職業訓練をはじめ、雇用開発、創業補助、就業サービス員の

専門知識の向上など障害者の就業促進にわたるトータルな政策を総括して政策及び実施に取り組み始め

た。

４．２ 官民協働かつ公開的な政策

台北市では障害者圧力団体の最も強い都市であるがゆえに、膨大な「身心障碍者就業促進基金」の使

用及び障害者雇用政策が厳しく監督されている。また、政府側は少数有力民間団体だけが助成金を使用

することを防ぐため、従来、補助金審査及び障害者雇用促進政策の構成の権利を握った「身心障碍者就

業基金委員会」の機能を改正した。その結果としては「身心障碍者就業基金委員会」の業務が台北市障

害者就業促進政策の助言者及び監督者の業務に限定されるようになった。そして新たな補助審査制度を

通し、補助事業がより公正的、専門的及び開放的に行われるようになった。その結果、補助金の申請も

しやすくなった。民間の社会福祉団体はさらに、インターネットを通し、一般市民から基金の使用状

況、委員会の議会記録、割当雇用制度の実行状態などを閲覧することができるようにした。また、年度

末に各補助事業の成果報告会に参加する義務があり、この報告会を通じ、事業の執行結果が監査され

る。この行政及び民間の互いの監督と協力、しかも公開といった体制が台北市の障害者就業促進政策の

最大の特徴である。

� 障害者就業サービスの専門性を向上させること

コミュニティ援助付き雇用委託事業、職業評価委託事業及び補助金助成事業に対し、全てに監督

や指導を行うスーパーバイザーが置かれている。このスーパーバイザーの設置は事業へのガイダン

スを目的としている。スーパーバイザーの支援により執行機関の専門性を高めることができる。ま

た、各事業への支援の経験を通し、スーパーバイザーの専門知識を蓄積することができる。

� 他局との連携

労働局は１９９７年に障害者就業促進の事業を労働局に移管して以来、さまざまな経験を蓄積した
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上、障害者の雇用問題は教育領域を始め、社会福祉領域、衛生領域などとの連携が重要であること

を認識した。労働局のこのような積極的な働きかけにより台北市における障害者就業促進ネット

ワークが一層整い、進んでいくと考えられる。

５ おわりに

台湾では障害者が労働者と見られ、着実に就労促進政策に取り組んだのは１９９７年の「身心障碍者保護

法」の成立以降である。僅か数年の間に、台湾における障害者就業促進の動きは急速に進んできている

とも言える。その最大の理由は割当雇用制度の不履行事業主から徴収した納付金が各地方自治体の障害

者就業促進政策の財源となったことである。しかしながら、これについてもいくつかの問題がある。

まず、各地方自治体の義務雇用対象企業・組織数が違うため、この財源は各地方自治体の間に大きな

格差が生じることである。また、各地方自治体の労働局及び民間団体の障害者就業問題に対し、この財

源を適当で効率的に使用されるか否かにも問題がある。

このような問題が指摘される一方で、この基金が政府の予算に加算されず審議会の予算審査がいらな

いため、地方自治体にとって極めて柔軟性がある使用しやすい財源であることも事実である。それ故、

ここ数年各地域でそれらの地域に最適かつ迅速な障害者就業促進政策ができることになった。

台北市の障害者就業促進政策の現状の理解を通し、各地方自治体の政策がいかに行われ、どのような

問題点があるかを把握すること、その中で台北市がいかにそれぞれの問題に取り組み、それを克服して

いるかを明確にすることは、今後の台湾全体の障害者就業促進政策を方向付けていく上で極めて重要で

あるといえる。本論文では、以下の二点をその問題として指摘したい。

第一に、身心障碍者就業基金の運用をいかに公正で適切に行うかという点である。台北市は協力及び

監督の機能を果たす官民協働の体制を取り入れた。この体制により、民間社会福祉団体がこの基金を利

用しやすくなり、またインターネットによる情報公開及び事業の結果報告会により、一般市民が基金の

運用状態を監視しやすくなった。

第二に、障害者就業問題に関する専門性を持った人材の養成という点である。台湾において、障害者

に適切な就業サービスの提供が困難である理由の一つが障害者の就業問題を専門とする領域の人材が少

ないことである。この問題を解決するため、台北市は特定の委託事業またスーパーバイザーシステムの

成立を通し、次第に障害者就業に関する専門家の養成に力を入れるようになってきている。

台北市の障害者就業促進政策のこれからの課題としては、�就業前の職能訓練、保護的雇用、雇用開

発の政策から一般雇用への移行及び継続雇用の支援に転換していくことである。�そのために、職業リ

ハビリテーションを中心に各関係機関の連携を強化して、地域をベースとしたサービスの質を向上させ

ることである。
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第３章 マレーシアにおける障害者雇用システムの現状と課題

１ はじめに

本稿ではマレーシアにおける障害者の雇用支援政策とプログラムに関して報告する。

マレーシアでは現在まで全国規模の障害者数調査などは行われていない。政府の障害者登録を担当し

ているマレーシア連邦政府・国家統一社会開発省・福祉局（以下福祉局）への登録も任意であり、障害

者数の正確な把握などはできていない。２０００年に行われる国勢調査において初めて障害に関する質問項

目が盛り込まれる予定である。

政府機関が公的に用いる障害者数は、１９５８年に行われた人口の５％をサンプルとした福祉局の調査を

もとに算出されたもので、全人口の１％が障害者であるとしている１）。しかし、疾患分類が違うものの、

１９９６年に行われた保健省による約６万人のサンプル調査では全人口の６．９％が何らかの機能障害を有す

るという調査結果もある２）。福祉局の障害者登録数は１９９９年９月現在で８４，１２０人であった（表２―３―

１）。

２ 障害者雇用に関する法制度：沿革と現状

２．１ 雇用促進法、職業訓練法などの法体系

マレーシアでは、障害者の権利に関するまとまった法律は無く、雇用促進法や職業訓練法なども制定

されていない。

雇用法（１９５５）には障害者の就労に関する規定はなく、労働者保障法（１９５２）及び被雇用者社会保障

法（１９６９）は中途障害労働者のみを対象としており、保障手当て及び障害手当てに重点がおかれている３）。

統一建築物細則（１９８４）は、病院や学校などの公共施設における障害者のアクセスを保証するための

法律であるが、道路など建物外のアクセスに関しては述べられておらず、またこの細則も十分に実施さ

れていない。

この他、障害者雇用に関わりの強い法律としては、（新）教育法（１９９６）及び教育（特殊教育）規約

（１９９７）、所得税規則（１９８２、雇用主の減税や障害者本人の所得税減税に関して）などがある。

表２―３―１ 福祉局登録数（１９９９）

登録者数

視覚障害者 １２，７４９

聴覚障害者 １５，５６９

肢体障害者 ２８，８０５

知的障害者 ２６，９９７

計 ８４，１２０

出典：福祉局
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障害者のアクセスに関する基準としてはマレーシアの規格統一を担当しているマレーシア基準・工業

調査機関（Standards & Industrial Research Institute of Malaysia: SIRIM）が以下の３つを設定してお

り、現在改定作業が行われている。

・障害者の避難手段に関する実施基準（MS１１８３：１９９０）

・公共施設における障害者のアクセスに関する実施基準（MS１１８４：１９９１）

・建物外における障害者のアクセスに関する実施基準（MS１３３１：１９９３）

２．２ 障害者雇用に関するプログラム（理念及び実施のための組織）

マレーシアの障害分野の政策は１９９０年に発布された国家社会福祉政策、１９９１年の国家経済計画と共に

だされた“２０２０年展望（Vision ２０２０）”、そして１９９４年に批准した「アジア太平洋障害者の十年太平洋

地域における障害者の完全参加と平等に関する宣言」及び「アジア太平洋障害者の十年行動課題」を基

礎としている。

・国家社会福祉政策：国家の発展に向け、調和がとれた強い社会の実現を目標とし１９９０年に発布され

た。自助（人材育成と民間の活用）、機会の共有、そして“支え合う文化”の構築を戦略としてい

る。この政策の中でも特に“支え合う文化”の重要性が協調されている。政府は、社会保障は政府

だけの責任ではなく、政府と国民双方に責任があるとし、民間活力を用いる方針を打ち出し、社会

福祉行政は民間活力を生かす“支え合う社会（Caring Society）”の実現を目指している４）。

・２０２０年展望：２０２０年までに先進国となることを目指し、国家経済計画の発表と共に１９９１年にマハ

ティール首相によって発表された国家発展の指針である。９項からなるもので、第７項において

“支え合う社会”の構築が述べられ、第８項において経済的に公平な社会の確立と富の公平な分配

が述べられている＊１、５）。

・アジア太平洋障害者の十年・宣言及び１２の行動課題：マレーシアは１９９４年５月１６日に前記の「宣言」

と「行動課題」を批准した。１９９６年には分野間協力世界会議を開催し、１９９９年には「十年」の推進

キャンペーンを開催している。「十年」の１２の行動課題を進めるため、１９９８年には国家統一社会開

発省大臣の諮問機関として１２分野の技術小委員会も設立されている。

障害者雇用に関する政策としては１９８８年に出された公共サービス条例１０／１９９８において、政府・公的

機関においては少なくとも定員の１％を障害者の雇用にするというものがある。これを受け、１９９０年、

人的資源省は同様に民間部門においても少なくとも１％を障害者雇用とすることを目指し、「雇用にお

ける障害者雇用機会・就職促進全国委員会」を設立し、１９９１年から雇用推進キャンペーンを行った。

マレーシアでは５年おきにマレーシア（開発５カ年）計画が出されている。マレーシア第７次計画（１９９６

～２０００）において、障害者雇用及び職業リハビリテーションに関しては、バンギ職業訓練リハビリテー

ションセンター第２期工事（１千万リンギット）やスンガイ・プタニ福祉作業所の改善（６百万リンギッ

ト）などが盛り込まれている＊２、６）。

障害者雇用において主な役割を担っている省庁は、福祉局、教育省、人的資源省である。

福祉局は障害者の登録、職業リハビリテーションと作業所の運営、給与補填や自助具の支給などの雇
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用支援を行う。人的資源省・雇用局は民間部門における障害者雇用支援のための登録と斡旋、カウンセ

リングなどを行っている。教育省は学齢期の障害者（肢体不自由を除く）の職業訓練を行っている。

障害者福祉に関する政府諸機関の連携は、１９６３年に保健省、教育省、労働人材省及び社会サービス省

の４つの省庁による「障害者リハビリテーションのための省庁間作業委員会」によって開始された。そ

の後、１９７３年に５つの省庁と機関、１７のNGO（非政府組織）によって「マレーシア・リハビリテーショ

ン協会（Malaysia Council of Rehabilitation: MCR）」が前記作業委員会に取って代わる調整機関として

設立された。１９８１年には福祉省、国家統一・社会開発省、教育省、保健省の４省庁によって各省庁の役

割を明確化するための省庁間責任境界検討会議がもたれた７）。その後、１９９０年、障害者問題に関わる連

携と協力を進めるための政府諮問機関として「障害者福祉委員会」が関係省庁と専門職団体、NGOに

よって設立され、１９９８年２月、国家統一・社会開発省の提案で、この委員会は障害者分野検討アドバイ

ザリー協議会と格上げされた。

３ 職業リハビリテーション及び雇用支援サービスの実態

３．１ 法律その他のプログラムに基づいて実施されている各種職業リハビリテーション及び雇用支援

サービスの内容

３．１．１ 職業訓練・リハビリテーション

障害者の職業リハビリテーションは、福祉局および州政府福祉局、教育省、そしてNGOの３つに

よって行われている。福祉局はチェラスとバンギの二つのセンターを運営しており、主に肢体障害者を

対象としている。連邦政府直轄ではないサバ、サラワクの両州は各々独自に職業リハセンターを設立し

ている＊３。

� 福祉局等による職業リハビリテーション・サービス

ａ）チェラス（職業）リハビリテーションセンター

同センターは１９６６年に設立された。理学・作業療法部門等があったが１９９９年度にバンギ・リハ

ビリテーションセンターが開設されたため、これらの部門はバンギへ移転された。

職業指導者８人を含めた職員数は５０人で、６２人（女性２５、男性３７）の障害者が木工（２人）、

ラジオ・テレビ修理（１２人）、コンピューター（１６人）、縫製（２７人）、絵画（３人）、手工芸（２

人）のコースを受けている。この他に宗教や数学などのコースも行われている８）。

ｂ）バンギ障害者職業訓練リハビリテーションセンター

同センターは第３次マレーシア計画（１９７６～８０）で政府立案され、１９８２年にはILOとWHOか

らコンサルタントを迎えガイドラインが作られた。おもに労災による障害者の職業リハビリテー

ションを目指し、社会保障機関などからの照会を受ける。１９９５年に総工費３千６百万リンギット

をかけ定員５００人（入所３５０、通所１５０）の建物は完成したが、事業予算がつかず、１９９９年３月ま

で実質的な開所にはいたらなかった。当初は木工、金工、機械、溶接、電気、建築設計、印刷、

縫製の８コースが予定されていたが、１９９９年度は縫製とコンピューターの２コースが行われてい
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る。現在１８歳以上３５歳以下の障害者５３人が受講しており、修了者には国家統一社会開発省より修

了証が出される。

コンピューターの６ケ月のコースはOri Systems Sdn Bhdに４万１千リンギットで委託されて

おり、開設が予定されている指圧のコースも民間委託の形で行われる予定である９）。

ｃ）イナナム障害者リハビリテーションセンター（サバ州）

同センターは１９７５年にサバ州公共福祉サービス局によって設立された入所型の施設である。６７

人の障害者（定員７０人）が受講しており、職員数は３６人である（１９９７年）。１５歳から３５歳を対象

に木工、エンジン修理、電気修理、縫製、籐製品の５つのコースが開設されている１０）。

ｄ）サマラハン障害者リハビリテーションセンター（サラワク州）

同センターは、１９９３年にサラワク州社会開発省福祉部によって設立された入所型施設である。

定員は１００人であるが１９９７年度の研修生は２８人、職員は２４人である。研修期間は２年間で、縫製、

ラジオ・テレビ修理の二つのコースが開設されている。研修生は比較的軽度の障害である。

� 教育省による職業訓練

教育省は１９８１年の省庁間責任境界検討会議の結果を受け、おもに視覚障害者と聴覚障害者の教育

を行っている。

３１校ある特殊教育校のうち、職業訓練校としては、１９８７年にスランゴール州に設立された聴覚障

害者の職業中等・高等学校が１校有る。また、ペナン州の特殊教育校には職業コースも設立されて

いる。これに加えて、１１の中等・高等職業訓練校において２９人の視覚・聴覚、及び知的障害者が学

んでいる１１）。

� NGOによる職業リハビリテーション・サービス

NGOの多くが障害別、また年齢別にサービスを提供しており、職業リハビリテーションも同様

に障害別に行われていることが多い。

福祉局のリハセンターの主対象が肢体不自由者であることから、NGOで職業リハビリテーショ

ンが活発に行われているのは視覚障害者、ついで知的障害者である。

視覚障害者の職業リハビリテーションはガーニー職業訓練センターやマレーシア盲人協助会

（Malaysia Association for the Blind: MAB）が中心的役割を担っている。知的障害者においては、

教育を主な活動とするNGOが多かったが、近年、その後の就職を含めた自立を見据え、職業訓練

や斡旋へとサービスの拡大や転換を行っているNGOも増えている。例えば、サバ州にあるスリム

ガシセンターは元々は学齢期の教育に焦点をあて、団体名も「スリムンガシ（養護）学校（Sekolah

Seri Mengasih）」としていたが、サービスの内容を職業訓練や雇用支援へと転換し、名称も「セン

ター」と変え、青年層のニーズにも応えようとしている。障害児の親の会も作業所や職業訓練施設

を独自に開設しており、自閉症児・者を主対象としているマレーシア自閉症協会（National Autis-

tic Society of Malaysia: NASOM）は、１９９９年に日本政府の草の根無償資金援助を受け職業訓練施

設を開設した。
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３．１．２ 雇用支援サービス

後述する職業斡旋以外に政府機関、特に福祉局と社会保障機関が行う雇用支援に対するサービスに関

してまとめる。

� 福祉局

福祉局が行う障害者の就労を支援する制度としては賃金補助や小規模事業支援給付金、自助具の

支給などがある（表２―３―２）。これらのサービスは、福祉局に登録していることが受給条件であ

る。マレーシアには障害者登録カードはあるが日本のような障害等級制度はなく、給付審査は福祉

局郡事務所の担当官が行う。

・給与補填：マレーシアには日本のような障害者年金は無いが、障害者の雇用支援として、低賃金

障害者への補助がある。１９９８年までは月収２０以上３００リンギット以下の障害者に対して月額７０リ

ンギットの補助金が福祉局から支給されたが、１９９９年から月収上限が４００リンギットに、給付金

は１００リンギットに引き上げられた。受給期間の制限はなく１９９７年は４，１４６人が受給した（表２―

３―３）。

・小規模事業助成金：２０００リンギットを限度に障害者の小規模事業開業を支援するものである。７８

人が計１３０，２９５リンギットを受給した（１９９７年度）。

・自助具等の支給：車椅子や補聴器など７２６人が４９５，８７８リンギットを受給した（１９９７年度）。

� 社会保障機関（Social Security Organization: SOCSO）

同機関は１９６９年の被雇用者社会保障法に基づき、１９８５年に設立された。月収２千リンギット以下

の被雇用者の社会保障を目的とし、労働災害における障害一時金や障害年金の給付などを行う。

１９９８年の登録被雇用者（労働者）総数は８，２５２，６８０人で、報告された年間労働災害数は８６，５８９件で

表２―３―２ 福祉局雇用支援プログラム給付者・支援額

給 付 項 目 給付人数 給付総額（リンギ）

眼鏡 ２６７ ２２，７９３

補聴器 １１８ １３５，０８９

義足 １０４ ２１９，３９０

義手 ５ １３，２００

装具 ５ ３，１９５

車椅子 ２１１ ９８，３５７

杖 ４ ４５９

松葉杖 ４ ７４５

義肢修理 ８ ２，６５０

実地職業訓練給与補填 ３８ ２８，８８０

給与補填 ４，１４６ ３，２８２，０９５

小規模事業助成金 ７８ １３０，２９５

その他 ５１７ ３００，６００

計 ５，５０５ ４，２３７，７４８

＊その他：学費、緊急援助、一般援助、各種料金など

出典：文献１２）
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ある。この年に障害に関して給付されたものとしては、一時的障害に対する補償が７８，３１５人

（５７，２９６，０００リンギット）、固定した障害に対する一時金が１０，８１８人（７７，９９４，０００リンギット）、固

定した障害に対する年金が７，７７９人（５２，６６１，０００リンギット）である１３）。

この他、障害者雇用の支援として、障害者の雇用主に対する減税措置や、障害者のための所得税

控除（障害者本人：１万リンギット、配偶者が障害者の場合７千５百リンギット）などがある。

３．２ 職業紹介（機関・実績）

大きくは政府・公共サービス部門と民間部門の二分野での紹介に大別できる。

政府・公共機関では総雇用者数８８万人の１％にあたる８，８００人が障害者雇用とすべき政策があるが、

その実施は各機関にゆだねられている。１９９７年８月時点での公共部門の雇用数は５３８人である。

民間部門への紹介は人的資源省・雇用局が積極的に取り組んでおり、１９９０年から９８年６月までに斡旋

した総数は３，３０９人である。雇用局では、職種を４５の分類に分け、民間部門での就労を希望する障害者

の登録と民間部門への斡旋を行っており、今後の目標としては、登録者に対する斡旋率を、現在の７２％

から８５％に引き上げることとしている（表２―３―４）１５）。

３．３ 各種の公的・私的支援制度

全国社会福祉協会は障害者への義肢装具の給付などを行う。３輪改造オートバイの支給はこの協会が

主に行っており、１９９０～１９９４年の５年間で計３３８台が支給された。しかし、このバイクを転売してしま

う障害者が多いことなどから、現在はその支給数を減らしている１６）。

各種公共サービスの割引制度として、クアラルンプール市内やスランゴール州の私営バス、マレーシ

ア鉄道やマレーシア航空が料金を半額にするサービスを提供している。ただ私営バスの利用において、

障害者登録カードを見せたにもかかわらず割引を拒否された聴覚障害者の例なども報告されている。ま

た、マレーシア・テレコムは電話料金の減額（１５リンギット）を実施している。クアラルンプール市役

所は今後建設する低所得者向け住宅のうち１０％を障害者向けバリアフリーにすることを決定した。

福祉局が行うその他の支援制度としては、優秀障害者労働者の表彰を行っている。この他に、ILO東

アジア多職種アドバイザリーチーム（East Asia Multidisciplinary Advisory Team: EASMAT）が１９９７

年に「一般雇用における障害者の統合」をテーマに４日間のワークショップをクアラルンプールで行い、

マレーシア政府は１９９８年１月から３月にかけて９０人の障害者の一般就労への斡旋推進を行った１７）。

知的障害者の就労においては、NGOのマレーシアン・ケア（Malaysian Care）が行う就職斡旋・支

表２―３―３ 障害別給付内訳（１９９７）

給与補填（人） 小規模事業助成金（人）

視覚障害者 ９６８ ９

聴覚障害者 ６１５ ５

肢体障害者 ２，２６２ ６４

知的障害者 ３０１ ０

計 ４，１４６ ７８

出典：文献１２）
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援が信頼を得ている。聴覚障害者の就労においては手話通訳者の配置が重要とされており、クアラルン

プールろう連盟（Malaysia Federation of the Deaf）は手話通訳者の派遣を行っているが、通訳者数が

少なく、十分な対応はできていない。

４ 障害者の就業実態

４．１ 雇用障害者

マレーシア全体の雇用人口は８，３７６，８００人で、新規就職者における女性の割合は４８％、失業率は２．７％

である１８）。

マレーシア政府が把握している障害者雇用実態は、前述の政府・公共機関での雇用数と人的資源省・

雇用局の斡旋数のみである。民間部門では工場勤務が多く、最低賃金の設定が無いマレーシアでは、

「安い労働力」として雇用されている場合も多い。ペナン州にあるアメリカ資本のラテックス製品の製

造会社であるバクスター社では２，８００人中２．９％が障害者雇用という報告も有る１９）。また、知的障害者や

聴覚障害者は、アメリカ資本のフライドチキンやハンバーガーなどのファーストフード産業が比較的積

極的に雇用している。フライドチキンのレストランは聴覚障害者の店として地元に受け入れられている

店も多い。

４．２ 雇用以外の形で働く障害者（自営、その他）

雇用以外の就労形態として、自営及びNGOなどが行う作業所での就労などがある。

４．２．１ 自営

現在、自営業を営む障害者数に関するデータは無い。しかしながら福祉局が支給する小規模事業助成

金の受給者は１９９０年から９７年の８年間に７８５人であり、実際に自営業を行っている障害者はこの数より

かなり多いと考えられる（表２―３―５）。

支援金の対象となったものは、家具作成修理、自動車修理、家電修理、洋裁、軽食堂、調味料作り、

ボート製作、商店、手工芸品作成・販売、ろうけつ染、菓子作り、家畜飼育、農業などとなってい

る２１）。

視覚障害者のマッサージ業は普及しており、マレーシアの日系新聞などに広告を出している者もい

表２―３―４ 障害別雇用状況

公的セクタ 民間セクタ

視 覚 ２０２ ５４７

聴 覚 ２７ １，１８６

肢 体 ３０４ １，３５６

知 的 ５ ２２０

計 ５３８ ３，３０９

出典：文献１５）

＊公的セクタは１９９７年８月現在の雇用数。民間セクタ

は１９９０年から１９９８年６月の間に斡旋した数。
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る。また、マレーシアの英字紙であるスター紙に毎週「Wheel Power」という障害関連のコラムを書

いている車椅子使用者もいる。

４．２．２ 作業所

福祉局が設立・運営している作業所は全国で１ケ所だけである。このダヤ・クラン作業所（Benkel

Daya Klang）は１９７９年に設立された定員数１００人の施設である。現在は４４人の障害者が縫製作業を中心

に勤務しており、病院向けの枕カバーなどを受注生産している２２）。

この施設には１９９８年までは義肢装具部門があったが、１９９９年のバンギ職業リハビリテーションビリ

テーションセンターの設立とともに、同部門はバンギへ移転した。

この他、福祉局に障害者の作業所として登録されているものは、州が出資しているものを含めて１５施

設有り、総数５３８人の障害者が主に封筒製作や縫製などに従事している（表２―３―６）。この他にも教育

やリハビリテーションなどのサービスと共に作業所の運営を行っているNGOも多く、特に知的障害者

を対象としたプログラムは増えつつある。

５ 障害者雇用を進める上での課題

障害者雇用推進を進める上での問題は法の未整備や障害（者）に対する偏見などがその底辺にあるが、

具体的なものとして情報を含むアクセスの問題がよく挙げられる２４）。１９９７年に新しく開業したクアラル

ンプール市内の新交通システムの第一路線でさえ、当初は車椅子使用者の利用を禁止していた。しかし

ながら、この第一路線の車椅子での使用禁止措置に対して障害者自身が反対のデモ行進を行い第二路線

のバリアフリー化を勝ち取るなど、障害者自身も権利としてのアクセスを求める動きが強くなってきて

いる。

以下に、雇用に関する課題として３つの点を検討する。

� 地域社会に根ざしたリハビリテーション（Community―Based Rehabilitation: CBR）で取り組ま

れない農村部障害者の雇用支援

農村地域における障害者支援の戦略として、政府とNGOはCBRを積極的に取り上げており、

表２―３―５ 小規模事業助成金支給者数推移

障害者数 額（リンギ）

１９９０ ９３ ８１，９５６

１９９１ １２１ １３，９５５

１９９２ １０９ １３６，９５５

１９９３ １２９ １２７，８７３

１９９４ ９４ １３０，６８０

１９９５ ６５ １４０，３００

１９９６ ９６ １１７，０２０

１９９７ ７８ １３０，２９５

計 ７８５ ８７９，０３４

出典：文献２１）
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１９９９年８月現在で、福祉局も２１３のCBRプログラムで４，７８１の障害者を支援している２５）。

しかしながら、対象者数に制限のある福祉局のリハビリテーション施設と作業所の入所数、およ

び小規模事業助成金などの雇用支援・給付制度の受給者におけるマレイ系の割合は、総人口及び登

録障害者総数におけるマレイ系の割合と比べて高い（表２―３―７）。また、人種間での待遇の差を

見ると、マレー系と中国系との比較（登録障害者、施設入所者・給付金受給者、CBR登録者数）

では、前者が後者よりも福祉の面で優遇されているようにみえる。これは統計学的に有意である

（χ２―test：df＝３、ｐ＜０．０５）。

� マレイ系優遇政策の影響

マレーシアではマレイ系の雇用や進学、また起業を優先的に保護するマレイ系優遇政策（ブミプ

表２―３―６ 全国民間作業所（１９９７）

作業所名 設 置 母 体 障害者数 業 務 内 容 年間売上（リンギ）

１ジャヤディリ・

バトゥパハット

半島マレーシア福祉施設協

会

３０ 封筒 ８５，０００

２スリ・スンビラ

ン

障害者リハビリテーション

協会

８８ 封筒、ワイアーフェン

ス、ハンガー、器、ゴム

５３１，３０３

３スリ・スター 半島マレーシア福祉施設協

会

１２ 封筒 ８２，１１０

４ルンバ・キンタ 障害者リハビリテーション

協会

７５ 印刷、籐製品、封筒 ２０５，４６８

５ダヤ・リハビリ

テーション

クランタン州障害者リハビ

リテーション協会

７３ 木製家具、木工、プラ

スチック工芸、封筒

１，０７５，５８０

６バチョ・クラン

タン

クランタン州障害者リハビ

リテーション協会

２３ 籐、ワイアーフェン

ス、木製家具

４１，３８１

７マラン福祉リハ

ビリテーション

トレンガヌ州福祉局 ６５ 家具、縫製 １４５，６００

８ジャヤディリ・

トンジャン

障害者リハビリテーション

協会

１８ 封筒、かばん、制服 ５７，６４０

９アイル・ケロ マラッカ州障害者リハビリ

テーション協会

４ 家具 ８２，７４２

１０チュピン バクティ・ムルニ組合（プ

ルリス州福祉局）

１０ 木彫家具、ワイアー

フェンス

２９，７５０

１１スリ・サラワク スリ・クナガン老人ホーム

外来部（サラワク州福祉局）

２４ 封筒 １３２，５５６

１２AB２７ パハン州障害者リハビリ

テーション協会

１０ 封筒 ７０，０００

１３ルンバウ 障害者リハビリテーション

協会

３０ 手ぬぐい、籐カゴ ７０，０００

１４ジョホル ヌグリ・スムビラン州障害

者リハビリテーション協会

２６ 手ぬぐい、籐カゴ、干

物、縫製

４０，７７０

１５タマン・カナガ

プラン

連邦直轄地・スランゴール

州障害者リハビリテーショ

ン協会

５０ 下請け（電話部品、箱） １７，９３８

計 ５３８ ２，６６７，８３８

出典：文献２４）
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トラ政策）が国策として行われている。非マレイ系障害者やNGOからは福祉局の支援もマレイ系

優遇であるとの批判の声が上がっているが、福祉局は福祉行政においてはマレイ系を優遇してはい

ないとしている。

しかしながら、対象者数に制限のある福祉局のリハビリテーション施設と作業所の入所数、およ

び小規模事業助成金などの雇用支援・給付制度の受給者におけるマレイ系の割合は、総人口及び登

録障害者総数におけるマレイ系の割合と比べて高い（表２―３―７）。また、人種間での待遇の差を

見ると、マレー系と中国系との比較（登録障害者、施設入所者・給付金受給者、CBR登録者数）

では、前者が後者よりも福祉の面で優遇されているようにみえる。これは統計学的に有意である

（χ２―test：df＝３、ｐ＜０．０５）。

� 経済危機の影響

マレーシアは順調な経済発展を遂げ外国人労働者も多数受け入れてきたが、１９９７年、経済危機に

巻き込まれ成長率が急激に低下し、公共事業の中止や民間の倒産も相次いだ。ハルンの報告では数

値データではあらわしていないものの、経済危機によって障害者が解雇された証拠はないとしてい

る２７）。しかし、同報告のなかで、１９９７年に行われた雇用推進プログラムの目標達成が８１％に留まっ

たのは経済危機の影響であるとも述べられている。

人的資源省の民間部門での斡旋も経済危機後の１９９８年には前年の５０％程度まで低下しており、経

済危機は障害者雇用に影響を与えたと考えられる（表２―３―８）。１９９９年後半から経済成長率も回

復してきているが、障害者雇用安定のための政策が進められるべきである。

表２―３―７ マレー系比率（１９９７）

人口（千人） 登録障害者 施設入所者数 給付金受給者数 CBR登録者数

マレー系 １２，８４３（６２．３％） ４６，２７３（６６．３％） ９２（８２．１％） ９０９（８１．０％） １，２７５（７８．３％）

中国系 ５，５１５（２６．７％） １５，３５４（２２．０％） ９（ ８．０％） １０５（ ９．４％） ２２７（１３．９％）

インド系 １，５６２（ ７．６％） ７，５９６（１０．９％） １１（ ９．８％） １０５（ ９．４％） １１７（ ７．２％）

その他 ７０５（ ３．４％） ５３４（ ０．８％） ０（ ０．０％） ３（ ０．３％） ９（ ０．６％）

計 ２０，６２５（１００．０％） ６９，７５７（１００．０％） １１２（１００．０％） １，１２２（１００．０％） １，６２８（１００．０％）

＊福祉局リハ施設・作業所入所者数は、１９９７年度のチェラスリハビリテーションセンターとクラン作業所の障害

者数。給付金受給者は１９９７年度の新規受給者数。

出典：福祉局

表２―３―８ 民間セクタにおける障害者斡旋数推移

１９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９（５月） 計

障害者数 ２９９ ３６１ ５７７ ４８０ ５００ ３４８ ４２９ ２２１ １２２ ３，３３７

出典：文献２８）
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６ まとめ

マレーシアの障害者雇用の現状に関してまとめた。障害者の権利や雇用に関する法律は整備されてい

ないが、公的機関における総職員数の１％を障害者とする条例などが制定されている。雇用支援として

は、福祉局は職業訓練センターや作業所の運営、給与補填や開業資金補助などを行い、人的資源省は民

間部門での障害者雇用促進を行っている。しかし、実際の雇用数は目標には程遠く、近年の具体的な原

因としてはアクセスの問題や経済危機などが挙げられる。

〈注〉

＊１ 第７項：「個よりも社会が優先され、人々の福祉が国家や個人ではなく強固で回復力に富む家族制度を中心に築かれる、

支えあう社会と文化、社会制度を築くこと。」

＊２ １リンギットは約３５円（１９９９年１２月）。

＊３ ボルネオ島に位置するサバ、サラワクの両州は、マレー半島部の連邦直轄の州と異なり、入国管理など４つの分野におい

て独自の権限を有しており、福祉行政も多くの部分が独立している。

〈引用・参考文献〉

１）Sebestian, Sandiyao（１９９８）National Disability Statistics of Malaysia, n.p., p.３.

２）Jamaiyah hj. Hanif（１９９７）Impairment and Disability, in Report on NHMS２Conference, n.p., Ministry of Health. p.５８.

３）日本障害者雇用促進協会（１９９６）平成７年度障害者雇用促進国際協力事業報告書：国際セミナー及びニーズ調査結果、日本

障害者雇用促進協会、東京。p.１３０

４）Kementerian Kebajikan Masyarakat, Malaysia（１９９０）Dasar Kebajikan Masyarakat Negara ［National Social Welfare Pol-

icy］, n.p., Author.

５）Perpustakaan Negara Malaysia（１９９６）The Proceedings of the National Seminar on Vision for VIPs: Access to Informa-

tion, Kuala Lumpur, Author, p.１１３.

６）Economic Planning Unit（１９９６）Seventh Malaysia Plan:１９９６―２０００, Kuala Lumpur, PNMB.

７）久野研二（１９９９）マレイシア：進む障害者の参加と機会の均等化、ノーマライゼーションVol.１９（７）pp.７６―７９．

８）Pusat Pemulihan Cheras（１９９９）Laporan Bulanan１９９９Januari, Cheras, Author.

９）Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Orang Kurang Upaya Bangi（１９９９）Laporan Tamat Kursus Komputer dan

Kesetiausahaan, Bangi, Author.

１０）Kenji Kuno（１９９７）CBR Referral Resource Directory, Kota Kinabalu, CBR Kota Kinabalu.

１１）Ministry of Education, Malaysia（１９９９）Dasar Pendidikan Murid―Murid Berkeperluan Khas dan Pelaksanaannya di Malay-

sia, paper presented at the Post Conference of the Campaign of the Decade of Disabled Persons in Asia and the Pacific

held at Kuala Lumpur on３―４December.

１２）Jabatan Kebajikan Masyarakat, Malaysia（１９９７）Buletin Perangkaan Kebajikan１９９７: Perkhidmatan Luar, Kuala Lumpur,

Author. pp.３９―４５.

１３）Department of Statistics, Malaysia（１９９８）Social Statistics Bulletin, Malaysia, Kuala Lumpur, Author. pp.１９９―２０２.

１４）Jabatan Kebajikan Masyarakat, Malaysia（１９９８）Direktori: Perkhidmatan, Aktiviti dan Kemudahan Bagi Orang Kurang

Upaya di Malaysia, Kuala Lumpur, Author. p.４.

１５）Harum, Izhar（１９９９）Malaysia: The Current Employment Situation of Disabled People in Malaysia,’ in ILO（ed.）Devel-

８９



oping an Effective Placement Service for People With Disabilities, Thailand, ILO.

１６）Theivandran Rajadurai（１９９９）Polisi Untuk Orang Kurang Upaya Di Malaysia dan Perlaksanaannya, paper presented at

the Post Conference of the Campaign of the Decade of Disabled Persons in Asia and the Pacific held at Kuala Lumpur on

３―４December. Kuala Lumpur,

１７）文献１５

１８）文献１３、pp.２２７―９

１９）文献３、p.８４．

２０）文献１６、p.１６．

２１）文献１６、p.１７．

２２）Benkel Daya Klang（１９９９）Laporan Bulanan Benkel Daya Klang Bagi Bulan Oktober１９９９, Klang,

２３）Jabatan Kebajikan Masyarakat, Malaysia（１９９８）Laporan Tahunan １９９７［Annual Report１９９７］, Kuala Lumpur, Author.

pp.５０―１.

２４）文献３

２５）Social Welfare Department, Malaysia（１９９９）, Sumbangan Program Pemulihan Dalam Komuniti（PDK）Dalam Pemulihan

dan Pembangunan Komuniti, paper presented at the Post Conference of the Campaign of the Decade of Disabled Persons

in Asia and the Pacific held at Kuala Lumpur on３―４December. Kuala Lumpur, p.３.

２６）久野研二（１９９９）マレイシアのリハビリテーション現状と課題、リハビリテーション研究、vol.２８�、pp.１３―２０、１９９９.

２７）文献１５

２８）Ministry of Human Resources, Malaysia（１９９９）Peluang Pekerja Untuk Orang Kurang Upaya, paper presented at the

Post Conference of the Campaign of the Decade of Disabled Persons in Asia and the Pacific held at Kuala Lumpur on３―４

December. Kuala Lumpur.

９０


